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栃 木 県 規 則 第 十 号

行 政 財 産 を 無 償 又 は 時 価 よ り も 低 い 価 額 で 貸 し 付 け る こ と が で き る 場 合 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

行 政 財 産 を 無 償 又 は 時 価 よ り も 低 い 価 額 で 貸 し 付 け る こ と が で き る 場 合 を 定 め る 規 則

財 産 の 交 換 、 譲 与 、 無 償 貸 付 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 七 号 ） 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 則 で

定 め る 場 合 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 十 八 条 の 四 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 、

普 通 地 方 公 共 団 体 が 資 本 金 、 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の の 二 分 の 一 以 上 を 出 資 し て い る 株 式 会 社 に 行 政

財 産 で あ る 土 地 を 貸 し 付 け る 場 合 と す る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 財 産 の 交 換 、 譲 与 、 無 償 貸 付 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 二 第 一 項 の 法 人 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 規

則 第 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 管 財 課 ）


